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3 節

1 施策

４　経費の区分 ５　事務事業の分類 ６　受益者負担

概要

10 　年度～　 22 年度
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か所 ）

単位

1 か所

対象数（

指標の推移（年度）
１７
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１５ １６
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（４）個別計画の概要

計画名

計画年次

精神障害者に占める利用登録
者数の推移により、一定の成
果を見る。成果指標

4,920,000.0単位あたり経費（円） #DIV/0! #DIV/0! 23,423,000.0 4,920,000.0
1

0 0

予算（見込み）

23,1050 0

予　　算

0 0 1

指標名 指標式・指標の単位 指標設定の意図

面接、電話相
談件数

利用登録者数(202人）÷精神
障害者数（手帳所持者数）＝
利用登録者率(%)

面接、電話相談件数/年

1

平成１４年度

市精神障害者地域生活支援センター施設整備等補助金交付要綱
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2

年度

特定非営利活動法人
NPOかむ

0

〔様式　１〕

９ 事業費等の年度別状況

活動指標

平成１３年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
７ 事業概要

事 務 事 業 評 価 表

特　定　財　源

決算（予算）額

人員・時間数
人　件　費

事
　
業
　
費 合　　計

その他経費

基本施策名

施  策  名

第

第

0

30H 30H

23,423

318
80H

0

4,800

120

4,800

4,920 4,920

120

事業開始年度

１ 総合計画における位置づけ

政  策  名 安心して生活できる福祉社会をつくります

精神障害者の社会復帰、自立、社会参加の促進を図ることを目的とした施設の設置、運
営に対して、費用の一部を助成する。結果的に安定した施設運営が行われ、精神障害者
への福祉サービスを継続的、効果的に実施することができる。

（３）平成１５年度事業の内容…市が実際に行った事業の内容

〔金額単位：千円〕

精神障害者の社会参加促進と
早期の相談による病状安定と
再発予防を図る

利用登録者率

施設の設置、運営に対して、費用の一部を助成した。（400千円×対象月数）
○施設の概要　１施設区分　精神障害者社会復帰施設　精神障害者地域生活支援センター　２設置運営主体
　　　　　　　　　　　　特定非営利法人NPOかむ　３事業内容　①日常生活の支援②生活相談等③生活情
　　　　　　　　　　　　報の提供④オープンスペースの提供⑤地域交流
○登録者数　182名
○補助の内容　初度調弁、初度調弁、月額賃料他　※初度調弁：536,000（県補助基準額　2,141,000×3／4＝
1,605,000　市補助分2,141,000－1,605,000＝536,000）、設備整備費：17,368,060（便所、洗面室、浴室、静養
室、事務室等改修費）、家賃助成：5,200,000（400,000×12月+礼金400,000＝5,200,000）

相模原市障害者福祉計画
障害者を主体とした施策を総合的に推進し､各種サービスを体系的
に提供する。実施計画（前期H10～14、中期H15～18、後期H19～
22)○精神保健福祉施策の推進

平成１７年度

1,780 1,780 1,780

平成１６年度
決　　算 決　　算 決算（見込み）

平成１５年度

事務事業名 精神障害者地域生活支援センター運営費

記入年月日 平成16年4月20日

事業コード平成１６年度 11310

担当部課名 障害福祉課

電話 042-769-8355

予算上の事務事業名 精神障害者地域生活支援センター運営費

８　評価指標…事業の目的達成度を計るための指標 16,17年度は目標値

障害者の自立支援と社会参加

自立した生活を実現するための環境づくり

（１）事業の目的…何をどのように（どのような状態に）したいのか

３　事務の区分

対象数

Ⅰ

自治事務 義務的経費 市単独事業 なし

保健福祉部 課

15



高 中 低

高 中 低

高 中 低

1

説明
特に電話相談のニーズが高く、身近な場所で相談対応可能なことから精神障害者
の心理的な安定が図られている。

Ａ：達成している

Ｂ：一部達成していない

Ｃ：達成していない

チェック
項目

Ｂ：一部適応していない

（３）有効性

評 価

（４）効率性

評　価

Ａ：公平である

Ａ：優れている

Ｂ：一部改善の余地がある

Ｃ：適応していない

チェック項
目 ・期待された成果が得られている

Ａ：適応している

チェック
項目

・市民や社会のニーズにかなっている

・状況の変化（対象や内容）に対応している

・当初設定した事業目的が達成されていない

説明

Ｃ：有効ではない

Ａ：有効である

Ｃ：改善の余地がある

センター設置家賃について、受益者負担なし。精神障害者が同センター利用に際
して相談以外で必要な経費（飲食費等）は実費負担している。

Ｂ：一部有効でない

・対象者の設定は適切である（年齢や所得等を考慮している）

・予算や人員に見合った効果が得られている

他市においても家賃を全額補助していることがほとんど。センターは任意施設である
障害者地域作業所の平均面積（109㎡）の約2倍の広さ（220㎡）であり、作業所の月
額家賃助成が上限20万円であることから、センターへの助成40万円は適当である。

説明
休日、夜間の対応可能な場所は限られており、生活支援センターの役割から、この
時間帯に相談を受けていることで精神障害者の地域での自立を図る一助となった。

評　価

・他の類似事例と比べてコストや効率性が優れている

・同一対象者に対して同種のサービスが重複していない

説明

チェック
項目

・成果指標の達成度

・活動指標の達成度

・事業目標の達成度

・他市と比べてコストや効率性が優れている

・国、県、民間、市民との役割分担から見て、市が事業を行う必要がある

中立、公平性が担保されている団体である。経済的負担を軽減することで安定した
運営が可能となり、その結果、精神障害者の社会参加促進に有益である。

・上位の施策、計画目的達成のために有効である

・対象者と非対象者との不公平・不均衡は、妥当な範囲である

・受益者の費用負担は適正である

Ｃ：公平でない

センター事業の一層の周知 時期（市内に同様の施設が複数設置された場合等）をみて補助限
度額が妥当かどうか見直していく必要があると考えられるが、現状
では補助額を維持していきたい。

チェック項
目

（６）成果の向上及び費用対効果を高めるための方策

（５）公平性

2

（７）今後の課題となっていること

評 価

1

10　個別評価（担当課による一次評価）

評 価

（２）必要性

（１）達成度

説明

Ｂ：一部公平でない

他自治体の類似事業との比較

１２　二次評価コメント（行政評価会議によるニ次評価）

　本事業は、国が推進し、精神障害者の生活支援の一翼を担う事業である。平成15年度は初
度調弁費用（備品購入）、改修費、家賃等の助成を行ったが、平成16年度以降は、家賃助成の
み行う。補助対象経費については、市と運営法人で協議し合意が図られている。
　精神障害者の社会復帰、自立、社会参加を図る上で安定した施設運営を行い、継続的な福
祉サービスを供給する必要があることから、今後も継続が必要である。

見　直　し

完了・廃止

完了（廃止）済

総合評価に関する説明

★ ★ ★ ★ ★

１１　総合評価（担当課による一次評価）

鎌倉市　月額家賃420千円、茅ヶ崎市　月額家賃430千円、横須賀市　月額家賃169千円～全
額補助
横浜市、町田市、南足柄市～市立施設使用により減免
藤沢市　月額家賃346千円～1／2補助

  

評 価

今後の進め方

継　    続

AAA

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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